
 

 
  
経済的な理由で高校等での修学が困難な学生を支援するため、奨学資金の貸付を行っています。ご希

望の方は、制度の趣旨・内容をご確認の上、お申し込みください。 

 
１ 出願資格（貸付対象者）（(1)～(5)をすべて満たす者） 

(1) 長野市民として引き続き１年以上市内に居住し、高等学校等（特別支援学校の高等部、中等教

育学校の後期課程、高等専門学校、高等専修学校を含む）に進学・在学する者 

(2) 修学の意欲を有すること 

(3) 経済的理由により修学困難と認められること 

(4) 出身中学校又は在学の高等学校等の校長が推薦した者 

(5) 長野県など他の団体から別に学資の貸与を受ける予定がない（※） 
※貸与型の奨学金を受ける場合は対象となりませんが、『高校生等奨学給付金』や『高等学校等就学支援金』などの

給付を受ける場合は対象となります。 
 

２ 貸付金額（無利子） 

高等学校等の区分 １の出願資格を満たす者 左のうち特に優秀と認められる者（※） 
国・公立 月額１８,０００円 以内 月額２１,０００円 以内 

私立 月額３０,０００円 以内 月額４０,０００円 以内 

高等専門学校 月額２１,０００円 以内 月額２４,０００円 以内 

※貸付期間は、その学校における所定の修業年限です。 

※「特に優秀と認められる者」の基準は、中学３年時の評定平均値（５教科）が3.5以上の場合です。 
 

３ 貸付までの流れ（予約募集の場合） 
 

①申込書提出 ・以下ア～ウを市教育委員会総務課（市役所第一庁舎４階）に提出してください。 

ア 奨学資金貸付申込書 
イ 税務情報及び住民記録情報の閲覧に関する同意書 
（転職や減収等により収入が大きく変動している方については、直近の源泉徴収票など収

入がわかる書類の写しを提出してください） 

ウ 推薦調書（出身中学校に作成を依頼してください） 

※申込書等の様式は、各中学校または市教育委員会事務局総務課で受け取るか、市ホーム

ページからダウンロードできます（『長野市 奨学金』で検索）。 
※連帯保証人１名（相当の資力を有する成年者：同居の親族は除く）の選任が必要です。

・予約募集期間：令和６年１月４日（木）～３月２１日（木） 
（上記期間を過ぎた場合も、随時申込を受け付けます） 

 

②選考委員会 ・貸付の可否を決定（選考結果を郵送で通知します（５月）） 
  

③貸借契約 ・長野市と奨学資金貸借について契約を締結します（５月）。 
  

④貸付 
・年４回（５・８・１１・２月）に分けて３か月分ずつを奨学生本人名義の口座に

振り込みます。 ※初回は、契約締結後（５月中旬～６月頃）に３か月分を振込 
 

４ 奨学資金の返還 

  高等学校等を卒業したのち１年を経過した時から、貸付を受けた期間の３倍の期間以内に、 
全額を返還していただきます。 

※卒業後に進学したとき又は疾病その他の事由により返還が困難な場合は、必要な手続きにより 
相当期間返還を猶予できます。 

  

令 和 ６ 年 度  長 野 市 奨 学 生 募 集 の ご 案 内  

お問合せ先 
〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町 1613 番地 市役所第一庁舎４階 

長野市教育委員会事務局総務課学務担当（℡０２６－２２４－８５９７） 


